
人事官弾劾裁判手続規則（原文は縦書き） 

昭和二十五年一月二十八日最高裁判所規則第五号 

改正 昭和三七年九月二九日最高裁判所規則第五号 

令和七年八月二九日最高裁判所規則第一一号 

 

人事官弾劾裁判手続規則を次のように定める。 
 

人事官弾劾裁判手続規則 
 
（手続の準則） 
第一条 人事官の弾劾の裁判の手続については、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十
号）、人事官弾劾の訴追に関する法律（昭和二十四年法律第二百七十一号）及びこの規則に
定めるものの外、行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）の定める機関訴訟の例
による。 
（昭三七最裁規五・一部改正） 
 
（法廷） 
第二条 裁判は、大法廷で行う。 
 
（訴追の方式） 
第三条 国家公務員法第九条第二項の書面（以下訴追状という。）には、訴追の事由の外、
訴追をしようとする人事官の官職及び氏名を記載し、訴追について国会を代表する者が、こ
れに記名し、印をおさなければならない。 
２ 証拠書類がある場合には、その写を訴追状に添えなければならない。 
 
（訴追状送達の省略） 
第四条 国会が国家公務員法第九条第三項の規定により訴追状の写しを訴追に係る人事官に
送付したことを証する書面を提出したときは、裁判所は、訴追状の送達を省略することがで
きる。 
２ 国会は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところによ
り、当該書面の画像情報を電子情報処理組織（民事訴訟規則（平成八年最高裁判所規則第五
号）第五十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織をいう。）を使用して裁判所の使用
に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備えられたファイルに記録する方法により提出
することができる。 
３ 民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第百三十二条の十一第一項（第一号に係る部分に
限る。）及び第三項の規定は、第一項の規定による書面の提出について準用する。この場合
において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「人事官弾劾裁判手続規則第四条第二
項」と読み替えるものとする。 
（令七最裁規一一・一部改正） 
 
（答弁書） 
第五条 訴追にかかる人事官は、最初にすべき口頭弁論の期日の十日以前までに答弁書を提
出しなければならない。 
２ 証拠書類がある場合には、その写を答弁書に添えなければならない。 
 
（本人出頭） 
第六条 訴追にかかる人事官は、口頭弁論の期日にみずから出頭しなければならない。但
し、やむを得ない事由がある場合には、裁判所の許可を受けて訴訟代理人を出頭させること
ができる。 
２ 裁判所は、いつでも、前項の許可を取り消すことができる。 
 
（主張・証拠の申出） 
第七条 主張又は証拠の申出は、すべて最初にすべき口頭弁論の期日にしなければならな



い。但し、裁判所の許可を受けたときは、その後の口頭弁論においてもすることができる。 
 
（手続の中止） 
第八条 裁判所は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、手続を中止することがで
きる。 
 
（事件の通知） 
第九条 裁判所は、人事官の弾劾の訴訟が提起されたとき又は係属しなくなつたときは、直
ちにその旨を内閣に通知する。 

附則 
この規則は、公布の日から施行する。 
 
附則（昭和三七年九月二九日最高裁判所規則第五号） 
１ この規則は、昭和三十七年十月一日から施行する。 
２ この規則（第一条を除く。）による改正後の規定は、この規則の施行前に生じた事項に
も適用する。ただし、この規則による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 

 

附則（令和七年八月二九日最高裁判所規則第一一号）抄 
（施行期日）  
第一条 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和四年法律第四十八号）の施
行の日（令和八年五月二一日）（次条において「施行日」という。）から施行する。 

 


